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１．調査の目的
佐倉市は、『第６期佐倉市障害者計画』において、医療的ケア児について、関係機関が連携を図り、乳幼児から学齢期、青
年期に至る発達段階に応じた適切な支援が受けられる体制の構築や、身近で支える家族へのレスパイトケアや相談などの
家族支援の実施を施策として掲げている。
この実態調査は、医療的ケア児者等とそのご家族の現状や課題等を把握して、佐倉市の今後の障害者施策を検討するた
めの基礎資料とすることを目的として実施。

２．調査対象者と調査方法
（１）調査対象者
医療的ケアを必要とする者

（２）調査方法
①ポータブル電源（蓄電池）（※）の対象者１１名へアンケート調査票を郵送
（※）令和５年度に日常生活用具の対象に追加

②印旛圏域の障害福祉サービス事業所（１１０事業所）を利用している医療的ケアを有する１２名へ、
障害福祉サービス事業所からアンケート調査票を手交

３．調査期日
令和５年１０月１２日（木）～３１日（火）

４．回答方法
アンケート調査票又は「ちば電子申請サービス」よる回答

５．回答数
１４ （うち郵送７（５０％）・ちば電子申請サービス７（５０％））

Ⅰ．医療的ケア児者等とその家族の実態調査の概要
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Ⅱ．医療的ケア児者等とその家族の実態調査の結果

１．医療的ケアを行っている方

4

○回答者の全員（１４名）が『母親』という回答。

２．家族構成

○両親・きょうだい ７名
両親・きょうだい・祖父母 １名
両親・きょうだい・叔母 １名
両親 ４名
母親 １名３．医療的ケアの内容

○回答者により、医療的ケアの内容は異なる。

A B C D E F G H I J K L M N

①人工呼吸器の管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
②気管切開の管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○
④酸素療法 ○ ○ ○ ○ ○
⑤吸引（口鼻腔・気管内吸引） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑥ネブライザーの管理 ○ ○ ○ ○ ○
⑦経管栄養 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑫導尿 ○ ○
⑬排便管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑭けいれん時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、
迷走神経刺激装置の作動等の処置 ○ ○ ○ ○ ○

⑮その他 ○ ○

４．医療的ケア児者の姿勢 ＜複数回答＞

○①寝たきり ８名
②座れる １名
③歩行障害がある ２名
④歩ける ２名
⑤走れる ３名
⑥その他 １名
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５．医療的ケアに当たってのお困りごと

現状 提案

①ケアに係る心身の負
担（睡眠不足、心が休
まらない等）

・医療的ケア、通院等で心身が休まらない。（２）
・（本人の睡眠障害のため、）家族が睡眠不足。（３）
・宿泊可の預かり場所がない。
・預かりを断られることがある。（２）
・契約している短期入所施設が遠い。
・本人が鼻チューブを入れるので大変。
・機器を夜中のトイレ後等に付け忘れることがあり、気になり寝不足。
・レスパイトを２か月に１回しか利用できない。

・融通の利く（土日、夜間等）
預かり施設を増やす。（５）
・佐倉市内又は自宅から３０分
以内の場所に短期入所施設がほ
しい。（３）
・レスパイトを１か月に１回利
用したい。

②医療的ケア児者の急
変時の対応

・救急車。（５）・かかりつけ医。（３）・自力で対応。
・移動を手伝ってくれる人がいない。
・きょうだいじが一人になることになり困る。

・重度心身障害児に対応可の病
院を増やす。
・きょうだいじの預け先の確保
（学童保育所の単発利用）。

③ケア者が病気、冠婚
葬祭等の際にケアを依
頼する者や預け先がな
い

・冠婚葬祭の際の預け先がなく、出席できない。（５）
・ケア者が病気や外出等のときに、代わりとなるケア者はいない。
（２）
・身内の不幸が休日にあると相談先がなく困る（遠方でも医ケア児を
連れていくしかない）。
・ケア者がインフル等になると訪問サービスを利用できない。
・市外に住んでいる祖⺟に依頼。
・ショートステイ先に依頼して対応してもらっている。

・感染症や急な対応ができる訪
看・ヘルパーの確保。
・ショートステイの充実。

④ケア者が働くことが
できない

・本人の体調が不安定のため、働くことができない。
・療育に数時間預けても、学校への付添、通院も多く、働くことがで
きない。（３）
・２４時間介護が必要のため、働くことができない。
・仕事できる時間に制限があり、療育の預かりがなく、仕事を続けづ
らい。
・今後、特別支援学校への付き添いのため、仕事を辞めざるをえない。
・パートの出勤時間に間に合わないため、タクシーを利用。
・特別支援学校で⺟⼦分離まで時間がかかると⾔われ、また、送迎バ
スがないので、働くことができない。

・在宅で働ける環境整備
・⼦連れでも働ける環境整備



現状 提案

⑤希望する学校等へ通
うことができない

・通える保育園・幼稚園から受入が困難と⾔われている。 ・医療的ケア児用の送迎バスの導入。

⑥学校等への送迎、付
添・待機が必要

・送迎、付添・待機の全てを行っている。
・（まだ通ってはいないが）支援学校の送迎バスのバス停が遠
く、送り迎えが大変。（２）
・スクールバスに乗れないため、送迎が大変。（３）
・親が用事や体調不良の際に学校に通えない。
・送迎のハードルが高いため、特別支援学校の訪問学級。

・健常児と同じ学校へ通いたい。
・送迎サービスの導入（習志野市）。
（４）
・親の付添が不要な体制づくり。
（２）
・居宅外の訪看・ヘルパーの⻑時間対
応。

⑦利用している障害福祉
サービスの内容（回数・
時間、質）が不十分

・終わる時間が早い。仕事が終わる時間と合わない。（４）
・契約している曜日なのに断られる。
・事業所にオムツや着替えを置くことができない。
・訪問看護は、利用時間の上限がある。（５）
・移動支援は、医療的ケア児本人の用事のときしか利用できない。
・重症心身障害児を受入可の施設が少ない。
・居宅訪問は学校と併用できず不便。
・夕方に訪看があると放デイを利用できない。
・急な予定に対応していない。
・導尿が必要のため、ヘルパーでは対応できず、訪看が必要だが、
訪看は⻑時間対応できない。
・通常のケアは間に合っているが、ケア者の病気・予定の際は不安。
・障害が軽度のため、使えるサービスが少ない。
・相談支援事業所に相談して、サービスを十分に利用し助かってい
る。
・放デイは、利用者が多く、日中利用できない。

・改善に向けて検討。
・訪問看護の利用上限時間の拡充（例；１
日３〜４時間）。（２）
・自己負担が増えても良いのでデイサービ
スの利用時間の拡充。
・移動支援は、本人以外の用事に本人が付
き添う場合も利用可とする。
・医療的ケアのない時間にヘルパーの見守
りを導入したい。
・居宅訪問の学校との併用可。
・放デイの送迎サービスの活用。
・相談機関に困りごとを伝えられない方が
多いと思うので、工夫が必要。

⑧医療や障害福祉サービ
スの制度がわかりづらい、
手続が煩雑

・市役所に医療的ケア児を連れて行くのは大変。
・毎月、オムツ代の支払、市役所への申請書類提出が必要。
・出産時に上の⼦の⼦育てもあり時間がなく、障害福祉サービスの
内容がわからなくて困った。
・制度がわかりづらい、手続が煩雑。
・書類がわかりづらいが、教えてもらえるので問題はない。
・書類の内容は理解できていないが、例を見て提出している。
・社会福祉士が入ってくれており、とても助かっている。

・手続のオンライン化。（３）
・記入例の添付。
・所得確認の廃止。
・日生具と同様に市役所と事業者との間で
手続を行う。
・障害福祉サービスの手続がまとまってい
る冊⼦の作成。
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５．医療的ケアに当たってのお困りごと



現状 提案

⑨相談相手（相
談支援事業所、
家族会等）がい
ない

・申請時の際に相談相手がいなかった。
・現制度にない困りごとの相談先がない。
・作業所、相談支援事業所の職員、友達はいるが、家族会は最近集まりがない。
・最近は本人同士が集まらなくても情報を得ることができるが、繋がりがみえない。
・かかりつけ医の臨床心理士、担当の社会福祉士。

・医療的ケア児の親に対する相談
場所の周知。
・現制度にない困りごとに係る助
成制度の創設。

⑩ケアに要する
設備、備品等の
負担が大きい

・福祉車両の購入費や天井走行型リフトの設置費が高い。
・備品等が多いため、負担が大きい。（２）
・福祉用具は高額のため、助成はありがたいが、すぐサイズアウトしてしまう。
・バギーは助成対象外のため、購入できていない。
・自治体により、助成対象が異なるのは疑問。
・機器の管理が大変。
・毎月利用料がかかるが、仕方ない。

・福祉車両の購入費等への助成制度
の導入。
・バギーの購入費等への助成制度の
導入。

⑪きょうだい児
の⼦育て（学校
行事、習い事
等）が疎か

・学校がバリアフリー化されていないため、授業参観に行きづらかった。（２）
・習い事先がバリアフリー化されていないため、連れて行くのが困難。
・授業参観の開始時間までに児童発達デイが開始しないため、授業参観に間に合わない。
・きょうだいの学校行事が変更になった場合の預け先（施設、訪問サービス）がなく、参
加できないことがある。
・習い事と訪問サービスの時間が合わないため、習い事を断念せざるを得ない。
・きょうだい児の体調不良時、本人を連れていくのは支障が大きく困る。
・日中預かりがないので、あまり行っていない。

・学校のバリアフリー化。
・急な予定に対応できる体制（ヘル
パー、訪看、デイサービス）の充実。

⑫生活環境が家
庭（と学校）に
限定され地域か
ら孤立

・バリアフリー化されているところにしか行けないため、出掛けられる場所が限定されて
しまう。
・医療的ケアがありすぎるため、以前のように気安く外出できず、頑張って外出しても親
が疲れる。
・地域の方と何かをするということはないが、作業所やヘルパー等のおかげで、孤立して
いるとは感じていない。
・自由に外出できないので孤立を感じる（買い物は外出のみ）。

⑬親亡き後 ・今は考えたくない。 ・どうなるのかという気持ち。
・安心して預けられる場所が少ない。・きょうだいに任せるのは荷が重い。
・まだ何も対策をしておらず不安。
・成年後見人や施設を考えている。願わくば、本人より一日でも⻑く生きたいと切に願う。
・考えなくてはいけない歳ではあるが、どうしてよいかわからない。
・ショートステイ先に入所を申込中。 ・３か所に申込中で待機となっている。

・重度心身障害児が暮らせるグルー
プホームの整備。
・入所が決まっても、親が元気なう
ちは、ときどき自宅に帰って来られ
るとよい。
・病院以外の生活できる小規模の場
所の整備。
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５．医療的ケアに当たってのお困りごと



A B C D E F G H I J K L M N

①人工呼吸器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
②気管切開 ○ ○ ○ ○ ○ ○
④酸素療法 ○ ○ ○ ○ ○
⑤吸引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑥ネブライザー ○ ○ ○ ○ ○
⑦経管栄養 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑫導尿 ○ ○
⑬排便管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑭けいれん（略） ○ ○ ○ ○ ○
⑮その他 ○ ○ 8

６．電気を必要とする医療的ケア機器

A B C D E F G H I J K L M N

電
気
を
必
要
と
す
る
機
器

①人工呼吸器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
②加温加湿器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
③排痰補助装置 ○ ○
④ＳpＯ２モニター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑤酸素濃縮器 ○ ○ ○ ○ ○
⑥注入ポンプ ○ ○
⑦吸引器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑧その他 ○ ○ ○ ○
⑨なし ○ ○ ○ ○

現在の所有機器 ・蓄電池
・太陽光発電

・蓄電池 ・蓄電池 ・発電機 ・蓄電池
・太陽光発電

今後の購入予定機器 ・蓄電池 ・蓄電池 ・蓄電池 ・蓄電池
避難場所 × × 集会所、小学校、

特養ホーム
× × × × × × 小学校、

高校
×

７．停電に備えた蓄電池等の所有状況
８．今後、購入予定の蓄電池等 ９．自宅にいることができなくなった場合の避難場所

（再掲）３．医療的ケアの内容



現状 提案
①予備の機器
（バッテリー
等）・備品の
備蓄

・機械類はなくても命には関わらないが、薬が特殊で扱いのない
薬局が多いことと腹部のITBポンプの薬補充ができないと困る。
・ポータブル蓄電池２台を人口呼吸器と加温加湿器に使用するが
バッテリーが減ってきており8h程度しか使えない。
・新しい予備はないが、以前使っていたものは保管してある。
・蓄電池を購入。もう一台必要。

・ポンプを扱える医師がいてくれれば安心。

・老人福祉施設等の発電機、蓄電池等を借りる
ことができたら助かる。

②指定避難所、
福祉避難所、
病院への移動

・車椅⼦が通れない。車椅⼦を積めない車しかないと困る。
・重心で肢体不自由児を連れてどこへ行けば良いか分からない。
・自治会センター？（一時的）
・災害時は医療ケア児を連れての移動はより大変となる。
・車移動が可能であれば、自宅の車で移動。
・医療物品等の持ち物が多過ぎるため、徒歩避難は不可能。
・車使用不可のときは、私自身も多くの荷物は持てない、遠くま
では歩けない等があり、避難することが難しい。
・かかりつけ病院。ただ、本当に受入可か検討が必要。
・大規模災害により⻑期間の停電が起きる可能性があり不安。

・徒歩圏内の避難場所（非常用電源あり）を予
め手配する。
・指定福祉避難所に直接非難することができよ
うにしてほしい。なお、指定福祉避難所を公開
する必要はない。
・指定福祉避難所へ発電機や蓄電池を常備し、
避難時に利用できるようにしてほしい。

③受入可能な
福祉避難所、
医療機関等の
確保（事前調
整）

・福祉避難所の場所が不明。以前調べた時に見つからなかった。
・近くの学校の体育館等は不可能。
・親が一緒でないときは不可能。
・以前、台風のとき、他の方と同じ場所での避難が出来た。密に
ならなければ可能。・相談中。・わからない。

・幅広く受け入れてくれたら安心。
・老人福祉施設等は似た状況の方が多いので、
多少必要としている物品、電源等がある。
・現在通っている作業所等が避難場所として障
害者を受け入れてもらえると安心。

④避難先にお
ける機器の電
源確保

・一時避難所の小学校は、我が家が停電の時は同様に停電の可能
性が高く、非常電源はない。
・ダイレクト避難先の特養にも非常電源はない。
・自治会の集会所で発電機を借りることはできるが、医療機器を
動かし続けるためのガソリンは１日分しかない。
・自治会センター（発電機が使えた）

・非常電源がある公共施設を増やす（できれば
各小学校区に１つずつ設置）。
・指定福祉避難所へ発電機や蓄電池を常備し、
避難時に利用できるようにしてほしい。（２）
・避難場所で電気を使える場所を優先してもら
えると助かる。

⑤個別避難計
画の作成

・自宅の発電機
・体育館等に避難するなら家の方が勝手が利く。

⑥その他 ・使用している商品はネットでしか買えない、１か月分備蓄はし
ているが、大きな災害時不安がある。

・市の備蓄にその商品を加えてほしい。
9

１０．災害時に懸念されること



①ケアに係る心身の負担
・今のところ面倒をみることはできているが、疲労は蓄積している。
・３人目の⼦どもとして娘が産まれ、奇跡的に命は助かったが想像をはるかに超える状態であった。在宅を決めたのは私の意志が大きいが、
日本社会はまだまだ⽗親の仕事が忙しすぎて、３人の⼦ども（医療的ケア児を含む）をワンオペの状態。周りの⺟友からは大丈夫かと気にか
けてもらい、なんとか家は保てているが、これを⺟親全員に求められた場合、⺟親はつぶれてしまう。離婚率が高いのも夫婦に余裕がないか
らである。少しずつで構わないので改善をお願いしたい（アンケートに書いたこと）。

②医療的ケア児者の急変時の対応
・我が家はケア者が後期高齢者のため、病気になる可能性が高く大変不安。
・医療的ケアが多くなってきた最近、一番考えることは、自分自身に何かあったとき等、てんかんを見たことがない人やケアの仕方がわから
ない人たちに預けることは、その方々に不安を与えてしまうので、かなり難しいのではと感じるようになった。

④ケア者が働くことができない／⑤希望する学校等へ通うことができない
・５年間経鼻チューブを使用していたため、保育園入園の際に、日中は使用していなかったが、看護師がいない時間は預かれない等と⾔われ
て入りづらかった。親がケア児から離れる時間を確保しづらいため、仕事もかなりの制限があるか、離職せざるを得ない。また、障害が軽度
の場合は、行政からの保障等はほぼなく、出費がかさむばかりで、生きづらく、生活の質は落ちていく。

⑥学校等への送迎、付添・待機が必要
・人工呼吸器は、毎回数値の設定をするわけではなく、マスクを顔に当ててスイッチを入れればよく、看護師でない私にもできることなのだ
から、施設の職員や学校の先生等の多くの方にできるようになってほしい。そうなれば、宿泊学習に付いて行く必要がなくなり、また、預か
り（宿泊の有無は問わない）施設が増えれば、ケア者に自由や心の余裕が生まれて、本人に優しくできると思う。

⑦利用している障害福祉サービスの内容が不十分
・医療的ケア児向けの訪問介護サービスがあるとよい。
・親及びケア児本人は普段も大変であるにもかかわらず、より大変な感染症等になった場合に訪問・ヘルパーを止めなければならないことが
納得できない。
・夜20:00ぐらいまで利用できるデイサービスがあればすごく助かる（現在17:00まで）。
・自宅から近隣でのショートステイの受入を考えてほしい。
・ショートステイ先が１か所しかない。しかも、２か月前から予約を取る必要があるため、用事があっても行けないことが多い。
・医療的ケア児対応のグループホームを希望。

⑬親亡き後
・核家族が多くなり、近所付き合いが昔とは異なる現在、医療ケア児者は、専門知識を有する作業所や施設の職員に支援してもらうことが必
要であると、親が年老いるとともに強く思うようになった。

⑭その他
・今回のアンケートで提案した事項について、行政で検討した結果を知りたい（採用されなかった場合はその理由を含む）。
・このようなアンケートをとり、現場の悩みや問題点を検討すること大切なことであり、大変ありがたい。
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医療的ケア児者等とその家族のための
支援アクションプラン（案）

令和７年３月１３日
療育支援・教育部会

医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会
1

資料２－２：R7.3.13
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○医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に⻑期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、た
んの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童（医療的ケア児）が増加傾向。
※全国で約２万人（推計、R2）。なお、10年前（H22）は約１．１万人。

〇こうした中、以下の法律が施行される等、医療的ケア児に対する支援体制が整備されつつある。
・令和２８年施行の改正児童福祉法において、医療的ケア児の定義規定が新設
・令和３年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が施行

〇佐倉市は、令和２年度に障害者総合支援協議会の療育支援・教育部会の下に
「医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会」を設置し、検討を開始
（ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により開催できず）。

〇令和5年度に保護者向けのアンケート調査を実施し、
その結果等を踏まえ、令和６年度に検討を本格化したところ。

〇この「医療的ケア児者等とその家族のための支援アクションプラン」は、上記のアンケート調査結果や、
医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会の下に設置した「医療的ケア児者のケア者の会」等
により抽出した現状、課題の整理を行った上で、その課題への対応策について、整理を行ったもの。

〇佐倉市（医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会）は、
医療的ケア児者やその家族の方々が、健やかに安心した生活を送ることができるよう、
本アクションプランに基づき、
他の支援機関等（国、県及び佐倉市外の事業者等を含む）と連携を図りながら、
対応策の検討や実施について、スピード感をもって対応する。
なお、検討等に当たって、見直し等が必要となる場合は、改訂を行う。

アクションプラン策定の目的
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１．相談窓口

4

現状 課題 対応策
〇相談窓口（障害者相談
支援事業所等）の周知が
不十分

〇支援制度に係る相談窓口がわか
らない（福祉サービスにつながら
ない）

〇「障害福祉のしおり」、「療育支援ガイドブック」等の充実
＜参考資料Ｐ３、４＞（※）

○「障害福祉のしおり」等の病院（新生児集中治療室（NICU）、
医療ソーシャルワーカー（MSW）等）への配布・説明

○退院調整会議等への佐倉市及び相談支援事業所等の参加

〇障害福祉サービス等の
説明資料がわかりづらい

〇障害福祉サービス等の制度（申
請手続等）がわかりづらい

〇わかりやすい概要紙、記入例等の作成
＜参考資料Ｐ５＞

○わかりやすい概要紙等の市HPへの掲載

○退院調整会議等への市及び相談支援事業所の参加【再掲】

〇スマホの普及等による
当事者団体への加入者の
減少

〇相談相手（ピアサポート）がい
ない

〇医療的ケア児者のケア者の会（仮称）の立上げ支援
※R6.12.17立上げ済み

○当事者団体の活性化に向けた取組検討

○医療的ケア児の保護者が一番最初に相談する相手は、新生児集中治療室（NICU）の職員や、医療ソーシャルワーカー（MSW）
となることが多い。

○このため、医療機関に関係資料を配布し、医療機関から保護者へ説明するとともに、退院調整会議等に佐倉市や
相談支援事業所等が参加し、在宅における生活を不安を感じることなく円滑に開始できるようにする。

（※）医療的ケア児者等とその家族のための支援アクションプラン【参考資料】



5

現状 課題 対応策
○看護職員の不足等により、医療
的ケア対応可の短期入所施設、障
害児通所施設等が少ない・遠い

○医療的ケア児を預けることが
できない（ケア者の疾病、きょ
うだい児の行事・習い事、冠婚
葬祭児等）
○ケア者の心身の負担増、就労
困難等につながっている

○千葉県看護師協会等に対する障害福祉分野における
看護師ニーズがある旨のチラシの作成・配布

○短期入所施設等への看護職員派遣事業の創設検討

○千葉県「医療型短期入所事業所開設支援」の
（空床のある）介護老人保健施設等への周知
＜参考資料P6＞

○短期入所の使い勝手が悪い（事
前予約、空き状況不明等）

○短期入所の空き状況の公表をしている事例
の短期入所事業者への周知
＜参考資料P7＞

○障害児通所施設の預かり時間が
短い（地域生活支援事業（障害者
一時介護事業）の認知度が低い）

○地域生活支援事業（障害者一時介護事業）の周知
○地域生活支援事業の見直し検討
（例：障害者一時介護事業の利用時間の柔軟化）

○きょうだい児の預かり先が少な
い

○学童保育、ファミサポ等の保護者等への周知
＜参考資料P8、9＞

○学童保育等に対する理解促進

２．日常生活の支援（サービス）

現状 課題 対応策
〇医療的ケアに多額の機器等が必要
（例）福祉車両、天井走行型リフト等

○医療的ケアに係る機器等
の経済的負担が大きい

○地域生活支援事業の見直し検討
（例：日常生活用具の対象拡大）
＜参考資料P10、11＞

３．日常生活の支援（機器等）

○医療的ケア児の受入施設が少ない原因の一つとして、看護職員の確保が困難であること、また、障害福祉分野における看護職員
に対するニーズがあることを知らないこと等が指摘されている。このため、看護師の掘り起こしのための取組等を行う。

○また、地域生活支援事業の認知度が低いこと等のため、周知等に係る取組を行う。

○医療的ケアに係る機器のニーズ等について調査を行った上で、日常生活用具の対象拡大等について検討を行う。



6

現状 課題 対応策
〇特別支援学校から医療
的ケアを行うため、⻑期
間の付添い等を求められ
る

○付添い等により、ケア者の心
身の負担増、就労困難等につな
がっている
〇付添い等を行わない場合は通
学できず、教育の機会を確保で
きない

○付添い期間の短縮に向けた対応策の検討

○訪問看護ステーション、児童通所支援事業所等の看護職員
の学校への派遣制度の創設検討

※医療保険による訪問看護は法改正が必要

○喀痰吸引研修の受講料助成事業の創設検討
＜参考資料P12、13＞

○多くの小中学校に看護
職員が配置されていない

○希望する小中学校に通学する
ことができない

○千葉県看護師協会等に対する障害福祉分野における
看護師ニーズがある旨のチラシの作成・配布【P5の再掲】

○小中学校への看護職員の配置
○喀痰吸引研修の受講料助成事業の創設検討

＜参考資料P12、13＞【再掲】

○相談支援事業所への療育支援コーディネーター研修の受講促進、
療育支援コーディネーターの周知

〇特別支援学校のスクー
ルバスに車椅⼦で乗車で
きない

○保護者が自家用車で送迎を行
うため、保護者の体調不良等に
より、学校を休まざるを得ない

○千葉県「医療的ケア児の通学に係る保護者支援モデル事業」の
事業化 ＜参考資料P14＞

○地域生活支援事業（移動支援）の見直し検討 ＜参考資料P15＞

○特別支援学校への送りを放課後等デイサービス事業へ
位置付けるよう国へアイデア出し

４．学校

○学校の付添いについて、一定期間の必要性はあるが、特別支援学校においては現在においても数カ月が一般的となっている。
他方、重度心身障害児の受入を行っている通所支援事業所における付添いは数日間で不要となっている。

○このため、付添い期間の短縮等に向けて対応を行う。



現状 課題 対応策
〇関係機関間のネットワー
クが構築されていない

〇ＮＩＣＵ、ＧＣＵからの退院
調整における関係機関との連携
が不十分

〇「障害福祉のしおり」、「療育支援ガイドブック」等の充実
＜参考資料Ｐ３、４＞【P4の再掲】

○「障害福祉のしおり」等の病院（新生児集中治療室（NICU）、
医療ソーシャルワーカー（MSW）等）への配布【P4の再掲】

○退院調整会議への市及び相談支援事業所等の参加【P4の再掲】
〇医療的ケア児等医療情報
システム（MEIS）の認知度
が低く、利用者数が少ない

〇介護者は、複数の医療機関、
福祉、教育等へそれぞれ説明が
必要

○MEISの活用促進等に向けた国へのアイデア出し
＜参考資料P16、17＞

〇多くの医者は医療的ケア
児の診断経験がないため

〇１８歳になると緊急時に診て
もらえる医療機関がなくなる

○（小児科から成人科への円滑な移行に向けた）医療的ケア児の
主治医（小児科）及び医療機関等の実態把握

５．医療機関との連携

現状 課題 対応策
○発電機、蓄電池が高い
（在宅で過ごす準備が不十分）

〇経済的負担が継続して発生 ○日常生活用具の見直し検討
（例：日常生活用具の対象拡大）

＜参考資料P10、11＞【P5の再掲】
○災害チェックリストの活用促進

〇自宅に居ることができない場
合の避難先の確保ができていな
い

○停電時の安全性の確保が十分で
はない

○避難訓練の実施を踏まえた個別避難計画の作成の促進
（発電機のあるダイレクト避難先の確保等を含む）
＜参考資料P18、19＞

〇D-mapが作成されていない ○発電機の設置場所がわからない ○D-mapの先進事例の調査研究

６．災害時対応

○医療機関間のネットワークについて、国の医療的ケア児等医療情報システム（MEIS）があるが十分に活用されておらず、
保護者は医療的ケア児の病状等を複数回にわたって説明を行わざるを得ない状況。

○このため、当該システムの活用促進を含め、医療機関間のネットワークのあり方について、国へのアイデア出し等を行う。

○災害時における避難先の確保は、喫緊の課題ではあるが、必ずしも準備等が十分ではない状況。
○このため、令和６年度に作成した個別避難計画の様式を活用し、個別避難計画の作成の促進等を行う。
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医療的ケア児者等とその家族のための
支援アクションプラン（案）

【参考資料】

令和７年３月１３日
療育支援・教育部会

医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会
1

資料２－３：R7.3.13
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◎児童発達支援

◎放課後等デイサービス

◎施設入所支援

◎短期入所

◎共同生活援助

◎訪問看護

◎居宅介護

◎就労移行支援

◎就労継続支援

◎自立訓練

◎生活介護

◎地域活動支援センター

【出典）佐倉市HP（https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/index.html）

（１）障害福祉のしおり、各種ガイドブック

3

１．相談窓口

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/index.html


（２）保護者向けハンドブックのひな型について（文部科学省・厚生労働省、事務連絡平成30年8月29日）
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（３）わかりやすい概要紙（イメージ）
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（１）千葉県「医療型短期入所事業所開設支援」の概要

【出典】千葉県HP

２．日常生活の支援（サービス）
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（２）短期入所の空き状況の公表をしている事例

【出典】千葉市社会福祉協議会HP（桜木園） ※平日の１７時頃に更新
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（３）学童保育所の概要

１学童保育所とは
学童保育所は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、放課後の生活の場を提供し、遊びの指導を行うことにより児童

の健全育成を図ることを目的としています。
公立の学童保育所は指定管理者制度を導入し、公の施設の管理運営を指定された⺠間事業者が管理・運営を行っています。

２学童保育所に入所できる要件
学童保育所に入所できる児童は、市内に住所を有する小学生のうち、次のいずれかに該当する児童です。
（就労に関しては、同居する 65 歳未満の祖⽗⺟も含む）

（１）保護者（65 歳未満の同居する祖⽗⺟含む）が昼間に居宅外で働いている場合
（２）保護者（65 歳未満の同居する祖⽗⺟含む）が昼間に居宅内で日常の家事以外の仕事をしている場合
（３）⺟親が妊娠中又は出産後間もない場合（出産予定月とその前後２か月）
（４）保護者が疾病、負傷又は心身の障害を有している場合
（５）親族に疾病、負傷又は心身に障害のある人がいるため、保護者が⻑期にわたり看護・介護にあたっている場合
（６）保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
（７）前各号に類する状態にあると市⻑が認める場合

※上記要件に該当しなくなった場合は、退所となりますので、予めご了承ください。
（保護者が育児休業中、求職活動中は学童保育所の入所はできません。）

※入所を希望する児童が医療的ケアを必要とする場合は、事前にこども保育課へご連絡ください。

３開所時間及び休業日
（１）開所時間
〇通常：月曜日〜⾦曜日 放課後〜午後 7 時 ※短縮授業等の場合は、その時間に合わせて開所します。

土曜日午前 7 時〜午後 6 時
〇春・夏・冬休み：月曜日〜⾦曜日午前 7 時〜午後 7 時、土曜日午前 7 時〜午後 6 時
※代休等で平日休校の場合午前 7 時〜午後 7 時

（２）休業日
・日曜日、国⺠の祝日及び１２月２９日から１月３日まで
・「佐倉市」または「印旛」に気象に関する「特別警報」が発表されているとき
※災害や感染症等により施設や利用者に影響が出る場合、学校が休校となる場合は、臨時休所となることもあります

【出典】佐倉市こども保育課「令和６年度学童保育所入所案内」
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（３）佐倉市ファミリー・サポート・センターの概要
１．佐倉市ファミリー・サポート・センターとは
地域において、「⼦育てのお手伝いをしたい」、「⼦育ての手助けをしてほしい」人たちが会員となり、⼦育てが大変なときに地域で支援し合うシ

ステムです。センターでは、会員の皆さんが安心して利用または活動ができるようアドバイザーが会員の連絡調整等を行います。

2．会員について
・依頼会員：市内在住・在勤・在学のかたで、生後57日目から小学校6年生までのお⼦さんのいるかた
・産前産後会員：市内に在住し家事・育児等のできる家族がいない妊娠届出以降の妊婦〜生後56日目（多胎児は6か月児）までのかた
・提供会員：市内在住の20歳以上のかたで、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができるかた
・両方会員：提供会員と依頼会員を兼ねるかた

3．援助活動の内容
・保育園・幼稚園などの送迎 ・保育園・幼稚園の開始前や終了後の⼦どもの預かり ・小学校の放課後や学童保育終了後の⼦どもの預かり
・保護者の病気や急用時などの⼦どもの預かり ・産前産後の家事支援

4．援助活動の流れ
・依頼会員はセンターへ連絡 ・アドバイザーは提供会員を紹介 ・事前打ち合わせ（※平日のみ10時〜16時まで）
・会員同士による活動 ・活動後、一回ごとに謝礼の支払い

5．援助時間と謝礼の基準
・援助時間は原則として、6時00分から午後10時00分までです
・謝礼⾦額は、平日7時00分から午後7時00分まで 1時間あたり 700円、平日の上記以外の時間 1時間あたり 900円（6時から7時、午後7時から午後10
時）、土曜日・日曜日・祝日・年末年始 1時間あたり 900円 (注意)ミルク・おむつ・食事代、交通費など必要な経費は別途かかります。

6．会員登録について
・センターを利用する場合には、会員登録が必要です。
・依頼会員、産前産後会員、及び提供・両方会員、いずれも登録を希望するかたは、Web入会説明または来所入会説明（要予約）が必要となります。
・提供・両方会員に登録を希望するかたは、研修会への参加をお願いしています。
・センターの趣旨をご理解いただいた後に入会申し込みを受け付けます。

〇申し込み・お問い合わせ
・佐倉市ファミリーサポートセンター佐倉市王⼦台1−23 レイクピアウスイ3階（受託者）労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
・電話：043-488-1270 佐倉市ファミリーサポートセンター
・開設時間：月曜日から⾦曜日の午前9時から午後5時
・休業日：土曜日・日曜日・祝日・年末年始

〇幼児教育・保育の無償化について
・幼稚園、認可保育園、認定こども園等を利用していない3〜5歳児クラスのお⼦さま（または住⺠税非課税世帯の3歳未満の⼦）が、保育の必要性の
認定を受けた場合には、無償化の対象となります。
・無償化の対象となるためには、利用開始までに、「施設等利用給付認定申請書」「就労証明書」等を市に提出することが必要です。
・幼児教育・保育の無償化に関するお問い合わせ先 [こども支援部]こども保育課電話番号：043-484-6139 043-484-6245 

【出典】佐倉市HP
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（１）福祉車両、バギー等の対象化

○日常生活用具の要件は、厚生労働省告示に以下のとおり規定されている。
○このため、一般に普及しているもの（福祉車両、バギー等）は、国による検討（告示の改正）が必要。
ただし、佐倉市は、空気清浄器、ルームクーラーは対象としているため、対象化について検討。

３．日常生活の支援（機器等）

（参考）
・佐倉市：令和５年度から、日常生活用具の対象に、ポータブル電源（蓄電池）を追加。
・千葉市：令和２年度から、日常生活用具の対象に、発電機、蓄電池等を追加。
・葛飾区：令和５年度から、ガスボンベ式発電機に加え、蓄電池及び人工呼吸器専用バッテリーの貸与を実施。

⇒当該事業の執行状況を確認

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日
常生活上の便宜を図るための用具（厚生労働省告示第５２９号（平成十八年九月二十九日））

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第七十七条第一項第六号の規定
による障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）の日常生活上の便宜を図るための用具は、第一号に掲げる用具の要件をす
べて満たすものであって、第二号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものとする。

一 用具の要件
イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
ハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、

日常生活品として一般に普及していないもの
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佐倉市地域生活支援事業の実施に関する規則（平成18年９月29日規則第65号）

第７節 日常生活用具給付事業
第16条 日常生活用具給付事業は、日常生活を営むことに支障がある障害者等の便宜を図るため、当該障害者等に対し、日常生活用具（以下「用具」
という。）に係る費用の支給を行う事業とする。
２ 費用の支給の対象となる用具は別表第１の用具の種目の欄に掲げる用具とし、用具の費用の支給を受けることができる者は同表の対象者の欄に掲
げる者とする。ただし、市⻑が特に必要があると認める者については、この限りでない。
３〜５ （略）

別表第１（第16条、第42条、第43条関係）

種類 用具の種目 区分 対象者 性能等 給付基準額 耐用年数
介護・
訓練支
援用具

移動用リフ
ト

給付 ・原則として３歳以上の身体障害者手帳の交付
を受けた者（児）で、下肢又は体幹に係る障害
の程度が１級又は２級のもの
・下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

障害者（児）又は難病患者を移動
させるに当たって、介護者が容易
に使用し得るものであること。た
だし、天井走行型その他住宅改修
を伴うものを除く。

159,000円 ４年

在宅療
養等支
援用具

ネブライ
ザー（吸入
器）

給付 ・原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の
交付を受けた者（児）で、呼吸器機能障害に係
る障害の程度が３級以上であるもの又は同程度
の身体障害者（児）で医師が必要と認めるもの

障害者（児）が容易に使用し得る
ものであること。 36,000円 ５年

・呼吸器機能に障害のある難病患者 難病患者又は介護者が容易に使用
し得るもの

電気式たん
吸引器

給付 則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付
を受けた者（児）で、呼吸器機能障害に係る障
害の程度が３級以上であるもの又は同程度の身
体障害者（児）で医師が必要と認めるもの

障害者（児）が容易に使用し得る
ものであること。 56,400円 ５年

呼吸器機能に障害のある難病患者 難病患者又は介護者が容易に使用
し得るもの

ポータブル
電源（蓄電
池）

給付 原則として身体障害者手帳の交付を受けた者
（児）又は難病患者で、人工呼吸器を使用して
いるもの

蓄電機能を有する正弦波交流出力
の電源装置で、介護者が容易に使
用し得るもの

60,000円 ５年

○現在、移動用リフトは対象となっているが、天井走行型その他住宅改修を伴うものは対象外となっている。
○天井走行型リフト等の高額の用具は、「給付基準額」を抑えつつ対象とすることを検討。

（２）天井走行型リフトの対象化



12

（１）ー１ 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について

【出典】厚生労働省HP

４．学校
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（１）ー３ 各自治体の研修受講料助成事業の概要

千葉市 市川市 船橋市 浦安市

事業名 喀痰吸引等研修支援事業 障がい者（児）喀痰吸引等研修費補助⾦ 介護職員喀痰吸引等研修受
講料等助成事業補助⾦

障がい者等喀痰吸引
等研修費等補助⾦

対象
研修

〇３号研修 〇１号研修、２号研修、３号研修 〇１号研修、２号研修 〇１号研修、２号研
修、３号研修

助成
⾦額

〇受講料：１／２又は補助基準
額のいずれか低い方
（補助基準額）
・基本研修：5,000円
・実地研修：2,500円
※いずれか一つ

〇受講料：定額（ただし、以下の上限額あり）
・１号、２号研修 100,000円
・３号研修 50,000円
〇交通費：実費（公共交通機関を利用した場合
のみ）
※受講料を事業者が全て負担する必要

〇受講料、テキスト教材代、
保険料：事業者負担額の１
／２（ただし、上限額
70,000円）
※※受講料等を事業者が１
／２以上負担する必要

〇受講料、交通費：
定額（上限額50,000
万円）

助成
対象者

〇障害福祉サービス事業所
〇障害者支援施設
〇幼稚園、学校
〇介護保険サービス事業所（障
害者を対象とする場合のみ）

〇障害福祉サービス事業所
〇障害者支援施設
〇障害児通所支援事業所
〇障害児入所施設

〇介護サービス事業所 〇居宅介護事業所

（１）ー２ 喀痰吸引等研修の概要

対象者

実施可能な行為 研修内容

受講料喀痰吸引 経管栄養
基本研修 実地研修口腔

内
鼻腔
内

気管カニュ
ーレ内部

胃ろう又
は腸ろう

経鼻経
管栄養

１号
不特定
多数

〇 〇 〇 〇 〇
講義50H＋シミュ
レーター演習

〇
100,000〜
200,000円２号 〇 〇 × 〇 × △（基幹カニューレ内部、経鼻経管

栄養を除く）

３号 特定の
者 特定の者に対する必要な行為のみ 講義8H＋シミュ

レーター演習1H △特定の者に対する必要な行為のみ 50,000円

【出典】各自治体HPから佐倉市作成

【出典】厚生労働省HPから佐倉市作成
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（２）医療的ケア児の通学に係る保護者支援モデル事業への御協力のお願い
（千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課⻑、教特第787号、令和６年１１月１１日）

日頃より県立特別支援学校に在籍する医療的ケア児の支援に御理解・御協力いただき深く感謝申し上げます。
千葉県教育委員会では医療的ケアを必要とするため、スクールバスに乗車して通学することが困難な児童生徒等を対象とし、通

学に係る保護者の負担軽減を図るため、令和６年度より「医療的ケア児の通学に係る保護者支援モデル事業」を実施しております。
今後、本事業の利用を希望する保護者から車両事業者や看護師等事業者について問い合わせがあった場合には、情報提供の御協

力を賜りますよう、お願い申し上げます。

１ 医療的ケア児の通学に係る保護者支援モデル事業について
保護者の代わりに県教育委員会が契約した車両に、看護師・介護士が同乗して、児童生徒を学校へ送迎する事業です。車両と看

護師等の事業者は保護者に探していただきます。
※車両事業者：福祉タクシー、介護タクシー、福祉有償運送事業車両 等
※看護師等事業者：訪問看護ステーション事業所、放課後等デイサービス事業所 等

※医療的ケア児の通学に係る保護者支援
モデル事業の紹介動画を視聴できます

【URL】 https://youtu.be/KpLDEr-4o5w

https://youtu.be/KpLDEr-4o5w


15

（３）障害者等の移動支援
サービス名 対象 対象外

自立支
援給付

居宅介護 ・通院等
・官公署での手続き
・指定地域移行支援事業所等を訪問する

重度訪問介護
同行援護
行動援護

・社会生活上必要不可欠な外出
・社会参加のための外出

・通勤（個人事業主の勤務中の移動支援を含む）
・営業活動等の経済活動に係る外出（※障害者雇用納付⾦制度の助成
⾦（重度障害者等通勤対策助成⾦）で、一定期間、通勤を容易にする
ための措置を行う事業主に対し助成（例：通勤指導員の配置：10年間、
通勤援助者：1ヶ月間））
・通年かつ⻑期にわたる外出（通学。ただし、放デイの送迎サービス
が、結果的に下校時の移動支援になっている場合あり）
・社会通念上適当でない外出

生活介護、短期入所、自
立訓練、就労移行、就労
継続、児発、放デイ

− ※送迎加算で対応

地域
生活
支援
事業

移動支援 ・実施主体である市町村の判断で地域の
特性や個々の利用者のニーズに応じた柔
軟な形態で実施することが可能。
・具体的な実施形態
①個別支援型、②グループ支援型
③車両移送型 等

○平成２５年度に実施している市町村(1,685)のうち
・通勤を目的とした利用を一定の要件のもと対象としている 27.4%
・通学を目的とした利用を一定の要件のもと対象としている 58.9%
※対象としている例：保護者の疾病等により一時的に送迎が困難な場
合、通学ルートを覚えるための訓練として一時的に利用する場合など

（参考）江東区移動支援事業ガイドライン（令和６年４月）
Ｑ25 通学・通所（※）の特例利用が認められる場合はどのような場合ですか？
Ａ25 下記の要件すべてがあてはまり、「特例による通学・通所（※1）通年利用可」の支給決定を受けている場合(受給者証に記載あり)は認められます。
・障害状況により単独で通学・通所が行えない ・家族に就労や疾病等で送迎が行えない理由がある
・通学、通所先に送迎サービスがなく、他に代替手段がない場合 ・社会生活上必要不可欠な外出の場合

※通学・通所とは特別支援学校、小学校、中学校、高等学校、学童クラブ、障害児通所支援施設、福祉作業所等の通所施設を指します。
また、通学・通所先の送迎バスストップと自宅・通学・通所先間の利用も可能です。

（参考）障害者本人以外の用件の対象化について
・本事業は障害者本人の外出支援のみ利用可となっており、本人ではなく、介護者等の用件の際にも利用したいとの意見がある。
・地域生活支援事業実施要綱（P25）に
「（３）対象者 実施主体が外出時に移動の支援が必要と認めた障害者等（※障害福祉課追記：「等」は「障害児」のこと）とする。」と記載。
⇒ 国による検討が必要

【出典】厚生労働省「障害者等の移動の支援について」（平成２７年３月３１日）から佐倉市作成
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（１）医療的ケア児等医療情報システム（MEIS）の概要

【出典】厚生労働省HP
（参考）病病連携、病診連携
・病院間において、診療情報の提供が行われており、患者側は待ち時間の短縮、医療機関側は医療ミスの削減等のメリットがある。
・ただし、紙媒体で行われていることが多いため、情報共有のタイムラグがある等のデメリットがある（システム可の動きあり）。

５．医療機関との連携
※登録者数：医療的ケア児等343名、医師365名（R3.12末現在）
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（２）東京都多職種連携ポータルサイト

【出典】東京都庁HP

○東京都は⺠間事業者のアプリを一元的に確認できるシステムを提供
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（１）災害に関する動き
①避難行動要支援者名簿
・東日本大震災の教訓として、東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、
避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要と
されたことから、平成25年の災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者
や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされた。
※佐倉市は災害時名簿と平常時名簿の２種類がある。市に同意書を提出した場合は、災害時と平常時の両方に掲載され、提出しな
い場合は災害時名簿のみに掲載される。
・名簿の作成方法は、市町村が保有するデータから、要介護認定者及び障害者を抽出する抽出方式と、高齢者や難病認定者等が市
に申請する手上げ方式。

②個別避難計画
・令和元年台風19号等の近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避
難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから、令和３年の災害対策基本法の改正によ
り、避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされた。
※「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組方針」（R3.5改訂、内閣府（防災担当））に「改正法施行後からおおむね５年
程度で個別避難計画を作成」と記載。

【出典】内閣府HPから佐倉市作成
（２）個別避難計画の作成に向けた取組
〇避難訓練の実施

目的

○令和３年の災害対策基本法の改正より、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の「災害時要支
援者」について、「個別避難計画」の作成することが市町村の努力義務となりました。
○こうした動きを踏まえ、佐倉市では、令和４年度及び令和５年度に災害時支援の優先度が高いと考えられる
「医療的ケア児」を対象とする避難訓練を実施し、判明した課題を踏まえて「個別避難計画」の様式（案）を作
成いたしました。
○今回は、「個別避難計画」の様式（案）に基づく避難訓練を実施し、「個別避難計画」の様式を確定すること
目的として訓練を行いました。

日時・場所 10/6（日）8:50〜10:30・中志津周辺 11/13（水）14:02〜15:30・白銀周辺
参加者数 約50名 42名

災害想定
〇マグニチュード７．０規模の地震発生。佐倉市内まだら停電により対象医療的ケア児の自宅周辺は停電の状態。
固定電話、携帯電話は不通。メールなどの通信も不安定な状態。
〇自宅には本人と⺟の二人のみ。家族は全員外出中で連絡がつかない。蓄電池の残量が少ないため人工呼吸器等
の使用持続時間に不安が生じた。

６．災害時対応
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（３）個別避難計画の様式

 外部専⽤バッテリー ︓  □ 無    □ 有
            （駆動時間    時間／充電時間    時間）

 バッテリー ︓  □ 無    □ 有
            （駆動時間     時間／充電時間      時間）

⼈⼯呼吸器（機種︓        ）
電話番号

□ 口腔内

 酸素ボンベ所有 ︓ 無 ・ 有 （     本     時間分）

 カニューレ製品名 （           ）
      サイズ （ID／OD                     ）

 カフ︓ □ 付き  □ なし    カフエア量（          ）ml

 咽頭気管分離 ︓ □ 無     □ 有

 排痰補助装置の使⽤ ︓ □ 無   □ 有 → 吸引圧 （     ）Ｋｐａ

 バックバルブマスク（アンビューバック） ︓ □ 無    □ 有

 酸素量（       ）ℓ／分      二酸化炭素（       ）％

 酸素吸入使⽤時間  □ ２４時間   □ 夜間のみ
           □ その他（            ）

個別避難計画書 (医療的ケア情報)
 □ 無    □ 有 （令和  年   月    日付）

 呼吸器の機種︓

 □ 気管切開で使⽤（ＴＰＰＶ）        □ マスクで使⽤（ＮＰＰＶ）

 □ 自発呼吸  無 ・ 有     （離脱可能時間︓      分）

 □ 量規定（ＶＣＶ）    □ 圧規定（ＰＣＶ）
   □ 換気モード（                   ）

 ⼈⼯呼吸器装着時間  □ ２４時間   □ 夜間のみ
            □その他（                   ）
 内部バッテリー ︓  □ 無    □ 有
            （駆動時間    時間／充電時間      時間）

 バッテリーチャージャー ︓  □ 無    □ 有
            （駆動時間     時間／充電時間      時間）

酸素ボンベ

医療機器名 所属（会社）名 担当者名

酸素濃縮器（機種︓                 ）

医師指示書

医
療
的
ケ
ア
情
報

□⼈⼯
 呼吸器

□酸素
 吸入

□気管
 切開

□吸引

 チューブサイズ （           ）Fｒ

 挿入⻑さの⽬安            ㎝ ㎝ ㎝

 ⼿動式・⾜踏み式吸引器の所持 ︓ □ 無    □ 有 

 バッテリー ︓  □ 無      □ 有
            （駆動時間     時間／充電時間     時間）

 吸引回数          回／日  □気管内 □ 鼻腔内

吸引器（機種︓          ）

医
療
機
器
販
売
業
者

 チューブ種類 （                        ）
 チューブサイズ        Fr         ｍｍ

 □ 経口 （ □普通 □軟⾷ □ペースト □流動 ）  介助  □ 無 □ 有

 注入ポンプ  □有    □無  １回量 （        ）ml
        ☑電池での稼働 （     ）本（     ）時間

 注入時間 ・（     ）時 ・（    ）時 ・（     ）時
      ・（     ）時 ・（     ）時 ・（     ）時

 注入方法   （                     ）
 １日の⽔分量 （       ）ｍｌ

 栄養剤商品名  （                    ）
 １日の総カロリー（           ）kcal

 インスリン投与  □ 有    □ 無

 排尿回数      回／日         排便回数     回／日

 □ トイレ    □ オムツ → サイズ（     ） 交換頻度 （     時間）毎

 □ 導尿  →  カテーテルサイズ      Fr     頻度 （      時間）毎

 □ ストマ    □ 摘便 （頻度   時間毎）   □ 浣腸 （頻度   時間毎）

薬品名 ⽤量 薬品名 ⽤量

　➡　登録予定　 　          　年　　　 　  　月　　　　    日

　➡　　　　　　　　　　　　     　 年　　 　　 　月　　 　  　日

　➡　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　  　　日

　　□　未　　　　・　　　□　済

　　□　未　　　　・　　　□　済

　                      　　　□　済

要支援者登録
避難訓練の実施

避難訓練の実施

避難訓練の実施 　                      　　　□　済 　➡　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

医
療
的
ケ
ア
情
報

□栄養

 □ 中心静脈栄養 → □ IVH   □ CVポート
 投与薬剤 （                               ）

□胃ろう・
腸ろう

□経鼻
カテーテル

 アレルギー  □ 有  □ 無    エピペン □ 有  □ 無

アレルギーの内容等注意事項（栄養剤以外に注入可能なもの等）

□排泄

 □ 膀胱瘻 →  カテーテルサイズ     Fr    □ 透析 （頻度   回／週）

その他・注意事項等

□服薬

その他留
意事項

○個別避難計画は、①個別避難計画書、②個別避難計画書（福祉・介護・医療情報）、
③個別避難計画書（医療的ケア情報）で構成。


